
認定企業の取組内容とコメント 

 

 
 
 

１．企業情報、計画期間、行動計画の目標、取組結果等について 

 （１）企業情報 

   法 人 名   いばらきコープ生活協同組合 

   所 在 地   小美玉市西郷地１７０３ 

   業  種   小売業 

   労働者数   １，４３１人（男性 ４９５人／女性９３６人）（平成２８年５月現在） 

 

 （２）行動計画期間 

   平成２５年１２月１日～平成２８年３月３１日 

 

 （３）行動計画の目標及び取組の結果 

   【目標 1】育児短時間勤務の所定労働時間について、現行のしくみをさらに利用しや

すいように改定する 

    （結果）育児短時間勤務に関する規定を改定し、対象者を小学校３年生までの子

を養育する者から小学校４年生までに拡充した。 

   【目標２】就業時間適正管理について、定期的に NO 残業ディを設定する 

    （結果）労使参加の就業時間適正管理協議会を設置。年４回 NO 残業ディを設定し、

社内報やポスター等で周知・啓発活動を実施した。 

   【目標３】職場体験の受け入れや地域の子供たちへの食育活動を積極的に行う 

    （結果）行動計画期間中、子ども参観日を継続して実施するほか、職場体験の受

け入れ、食育教室も実施した。 

 

 （４）認定基準に係る取組状況 

    ●女性  育児休業取得率  １００％ 

    ●男性  育児休業取得者    １名 

 

２．認定を受けてのコメント 

 いばらきコープ生活協同組合は、「ＣＯ・ＯＰ ともにはぐくむくらしと未来」の理念

の下、職員が仕事と子育てを両立できる働きやすい職場づくりを進めております。今後も

現行の育児・介護に関するしくみを広く周知し、さらに利用がすすむよう、取り組みを広

げていきます。 

いばらきコープ生活協同組合 



３．認定通知書交付式 

 

 

 

 

 

 

 

 

【H28.6.30 いばらきコープ生活協同組合本社にて撮影】 

  いばらきコープ生活協同組合 代表理事 理事長  鶴長 義二 氏（右） 

  茨城労働局長（左） 

 


